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(57)【要約】
　　
　本発明は、ホワイトボード用マーカーに関し、インク
を収容するインクチューブと、インクチューブを内蔵す
るハウジングと、ハウジングに結合される前方キャップ
と、前方キャップにより固定されるペン先及び蓋を備え
たホワイトボード用マーカーにおいて、ハウジングをア
ーチ型に形成することで、インクチューブ内のインクが
浸透圧及び重力により常にペン先に流れるように構成さ
れることを特徴とするホワイトボード用マーカーに関す
る。また、本発明は、アーチ型に形成されたハウジング
の両側端部にそれぞれペン先が結合された前方キャップ
が設けられ、インク部材はそれぞれ両側端部のペン先に
接触するように内蔵され、前方キャップを覆う蓋がそれ
ぞれ設けられ、第１の筆記具部分及び第２の筆記具部分
を構成することによりホワイトボード用マーカーの両側
を交互に使用できるように構成されることを特徴とする
ホワイトボード用マーカーである。なお、ハウジング内
に内蔵されるインクチューブ内のインクを無駄なく完全
に使い切ることができるという効果がある。
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　インクを収容するインクチューブと、前記インクチューブを内蔵するハウジングと、前
記ハウジングに結合される前方キャップと、前記前方キャップにより固定されるペン先及
び蓋を備えたホワイトボード用マーカーにおいて、前記ハウジングがアーチ型に形成され
ることを特徴とするホワイトボード用マーカー。
【請求項２】
　前記ハウジングは、両側端部にそれぞれペン先が結合された前方キャップが設けられ、
インクチューブはそれぞれの両側端部のペン先に接触するように内蔵され、前方キャップ
を覆う蓋がそれぞれ設けられ、第１の筆記具及び第２の筆記具を有することを特徴とする
請求項１に記載のホワイトボード用マーカー。
【請求項３】
　前記ハウジングは、一体に成形されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
のホワイトボード用マーカー。
【請求項４】
　前記ハウジングは、アーチ型の頂点部分において第１の筆記具及び第２の筆記具が互い
に着脱可能に連結部材を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のホワイ
トボード用マーカー。
【請求項５】
　前記蓋の密閉された端部は、ハウジングがアーチ型であるホワイトボード用マーカーを
立てることができるように平面にすることを特徴とする請求項２に記載のホワイトボード
用マーカー。
【請求項６】
　前記ハウジングは、３つ方向に筆記具部分が形成されており、それぞれの端部に各々ペ
ン先が結合された前方キャップが設けられ、インクチューブがそれぞれの端部のペン先に
接触するように内蔵され、前方キャップを覆う蓋がそれぞれ設けられ、第１の筆記具と第
２の筆記具及び第３の筆記具を有することを特徴とする請求項１に記載のホワイトボード
用マーカー。
【請求項７】
　前記ハウジングは、一体に成形されることを特徴とする請求項１または請求項６に記載
のホワイトボード用マーカー。
【請求項８】
　前記ハウジングは、アーチ型の頂点部分において第１の筆記具と第２の筆記具及び第３
の筆記具が互いに着脱可能に連結部材を有することを特徴とする請求項１または請求項６
に記載のホワイトボード用マーカー。
【請求項９】
　前記蓋の密閉された端部は、ハウジングがアーチ型であるホワイトボード用マーカーを
立てることができるように平面にすることを特徴とする請求項６に記載のホワイトボード
用マーカー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングに内蔵されたインクチューブ内のインクを効率よく完全に使い切
るためのホワイトボード用マーカーに関し、より詳細には、ホワイトボード用マーカーの
ハウジングをアーチ型に形成することで、重力によってインクチューブ内のインクを残す
ことなく全て使い切ることができるようにしたホワイトボード用マーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、チョークで黒板に字を書いたり絵を描く場合、粉塵が多く発生し、衛生上の問題
が指摘されていた。そこで最近では、事務室や学校、学院など、教育及びセミナーが行わ
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れる場所で簡単にかき消しできる筆記具としてホワイトボードに使用するホワイトボード
用マーカーの使用が一般化した。
【０００３】
　従来のホワイトボード用マーカーは、通常、インクが充填されたインクチューブをマー
カーのハウジング内に内蔵して密閉し、前記ハウジングの前端に付着されたペン先をイン
クチューブと接触させて、浸透圧現象によりペン先に持続的にインクを供給することによ
って筆記を可能とする構成を有している。
【０００４】
　このようなホワイトボード用マーカーは、水性インクを使用し、コーティングされたホ
ワイトボードに簡単にかき消すことができるという便利性はあるものの、構造的な問題点
が指摘されており、このような問題点を改善するための多くの発明が提案されてきた。
【０００５】
　ホワイトボード用マーカーの最も一般的な問題点は、ホワイトボード用マーカーに使用
されるインクが水性インクであるため揮発性が強く、蒸発しやすいという問題である。こ
のような問題点を解決するために、通常、ホワイトボード用マーカーのハウジング内にイ
ンクチューブを内蔵し、前記ハウジングを密閉してペン先をカバーする蓋を備えている。
このような構造を有するホワイトボード用マーカーは、インクを使い切った後にリサイク
ルができないという問題点を抱えており、このような問題点を改善するためにリフィル用
ホワイトボード用マーカーが多く出願され、現在実際に使用されている。
【０００６】
　また、一般的なホワイトボード用マーカーは、ハウジング内に単色のインクチューブの
み内蔵されているので、多様なカラーを利用してホワイトボードに筆記するためには、そ
の都度必要な色のホワイトボード用マーカーを用意しなげればならない。このような問題
点を改善するために、ホワイトボード用マーカーのハウジング両端にそれぞれペン先を設
け、そのハウジング内にカラーが異なるインクチューブを各々内蔵することができるホワ
イトボード用マーカーが発明され、出願された。
【０００７】
　しかし、上記のホワイトボード用マーカーは、従来技術の問題点などを少しずつ改良し
て必要による効果を得ているものの、上記のホワイトボード用マーカーによれば、ホワイ
トボード用マーカーのハウジング内に内蔵されたインクチューブ内のインクを完全に使い
切ることができないという問題点は改善することができない。
【０００８】
　すなわち、前記インクチューブ内のインクを一滴も残さず全て使い切るにあたって、既
存のホワイトボード用マーカーは、構造的な限界を有している。
【０００９】
　周知のように、ホワイトボード用マーカーは、ハウジング内に内蔵されたインクチュー
ブ内に関数部材を備えており、関数部材に発生する浸透圧と、インクに作用する重力によ
り、ハウジングと結合された前方キャップに固定されているペン先にインクチューブ内の
インクを供給する構造である。このような構造は、一般のサインペンやマジックペン、蛍
光ペンにおいてもほぼ同様であり、一般的にデスクで使用されるサインペンやマジックペ
ン、蛍光ペンの場合には、使用時にペン先が常に下を向いているため、インクに作用する
重力によりその筆記具に内蔵されたインクを全て使い切ることに問題がない。ところが、
一般的に立った状態でホワイトボードに使用されるホワイトボード用マーカーは、使用時
に該ペン先が上方を向いた状態になることが多く、重力がホワイトボード用マーカーの後
方に作用するため、内蔵されたインクを完全に使い切ることに問題がある。そのため、ホ
ワイトボード用マーカーのハウジング内に内蔵されたインクチューブにはインクがまだ残
っていても、実際の使用時にはインクが出なくなって捨ててしまう場合が多い。すなわち
、ハウジングが一字状になっているホワイトボード用マーカーは、その内部にインクが残
っている場合にもインクが出ないので廃棄しなければならない問題点がある。
【考案の開示】
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【考案が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、
ホワイトボード用マーカーのハウジング内に内蔵されたインクチューブ内のインクを全て
使い切ることができる構造を有したホワイトボード用マーカーを提供することである。さ
らに、このような構造を利用してより経済的かつ便利に応用可能なホワイトボード用マー
カーを提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するためになされた本発明は、インクを収容するインクチューブと、前
記インクチューブを内蔵するハウジングと、前記ハウジングに結合される前方キャップと
、前記前方キャップにより固定されるペン先及び蓋を備えたホワイトボード用マーカーに
おいて、前記ハウジングをアーチ型に形成し、前記インクチューブ内のインクが浸透圧及
び重力により、常に該ペン先に流れるように構成されることを特徴とする。アーチ型に形
成された前記ハウジングの両側端部に各々のペン先が結合された前方キャップが設けられ
、インクチューブはそれぞれの両側端部のペン先に接触するように内蔵され、前方キャッ
プを覆う蓋が各々設けられ、第１の筆記具部分及び第２の筆記具部分を備えてホワイトボ
ード用マーカーの両側を交互に使用できるように構成されることを特徴とする。
【００１２】
　ここで、前記インクチューブと前方キャップ、ペン先、蓋は、公知の技術であるので詳
細な説明は省略する。
【００１３】
　上記のようなハウジングは、両端が開口された円筒または角形で、アーチ型に形成する
が、基本的に一体型に形成される。一体型に形成されたハウジング内にインクチューブを
内蔵し、前記ハウジングをペン先を固定させる前方キャップと結合させる方式は公知の技
術を用いる。この場合、前記ハウジング内に内蔵されるインクチューブの流動を防止する
ためには、ハウジングの内周面とインクチューブの外周面が密着するように形成し、且つ
、固定リブを形成することが好ましい。
【００１４】
　一方、このようなハウジングは、一体型に形成することもできるが、着脱型に形成する
ことも可能である。前記ハウジングが一体型である場合は、本発明によるホワイトボード
用マーカーを製造する際、他の構成要素とも一体に製造する必要があるため、インクチュ
ーブ内のインクを完全に使い切った後にリサイクルができず捨てていたが、前記ハウジン
グの両側を着脱可能に連結部材で連結することにより、第１の筆記具または第２の筆記具
のいずれか一方に設けられたインクチューブ内のインクを完全に使い切った場合、その部
分を連結部材から分離し、インクチューブにインクが充填された新しいインクチューブを
内蔵した筆記具を連結部材に連結して使用することができる。ここで、ハウジングを着脱
型に形成する場合には、前記連結部材に着脱可能なように形成され、インクチューブにイ
ンクが充填された筆記具部材が製造され、流通されなければならない。
【００１５】
　また、前記連結部材は、両端が開口された円筒または角形で、アーチ型ハウジングの頂
点部分において第１の筆記具及び第２の筆記具が互いに着脱可能に形成され、第１の筆記
具及び第２の筆記具内に内蔵されたインクチューブのインクが使用時に常にペン先の方向
に流れる程度の長さを有し、アーチ型ハウジングの頂点部分を成すように形成されること
が好ましい。
【００１６】
　ここで、前記ハウジング内に内蔵されたインクチューブ内のインクを完全に使い切った
かどうかを確認するために、前記ハウジング及びインクチューブを透明な材質で形成する
ことが好ましい。
【００１７】
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　一方、前記ハウジングは、アーチ型に形成され、第１の筆記具及び第２の筆記具の前方
キャップが一直線上に互いに１８０度の角度で向かい合うが、これは本発明の一つの例に
過ぎず、アーチ型ハウジングの端部を３つ方向に構成し、第１の筆記具、第２の筆記具及
び第３の筆記具で構成することも可能である。すなわち、前記ハウジングをアーチ型に形
成し、１２０度の角度で３つの端部の方向に筆記具部分を設けるようにすることができる
。
【００１８】
　なお、前記ホワイトボード用マーカーの蓋は、本発明によるホワイトボード用マーカー
を使用途中にしばらく置いておく場合、あるいは、使用後に保管する場合、本発明の特性
を充分に生かせるために、その密閉された端部を平面にして、ホワイトボード用マーカー
を立てて保管できるようにすることが好ましい。
【考案の効果】
【００１９】
　このように、本発明によれば、ハウジングをアーチ型に形成し、インクチューブ内のイ
ンクが浸透圧及び重力により常にハウジングの下部に形成されているペン先に流れるよう
にすることで、インクの無駄がなく完全に使い切ることができるという効果がある。
【００２０】
　また、インクチューブ内のインクが常にペン先に流れるようにし、一定時間使用した後
も既存のホワイトボード用マーカーとは異なり、インクが途切れることなく継続的に出る
ので、ホワイトボード用マーカーの使用可能時間を延長することができる。
【００２１】
　また、本発明のハウジングを着脱型に形成することにより、インクチューブ内のインク
を完全に使い切った場合にも、ホワイトボード用マーカー全体を交換する必要が無く、一
部だけ入れ替えて使用できるという利点がある。
【００２２】
　さらに、ハウジングの各筆記具部分に内蔵されたインクチューブ内のインクを互いに異
なるカラーで備えることにより、本発明により製造される１本のホワイトボード用マーカ
ーを使用することで、使用者は多様なカラーの筆記具を各々持っていなければならないと
いう不便を解消することができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明によるホワイトボード用マーカーの斜視図であり、図２は、本発明によ
るホワイトボード用マーカーの正面図であり、図３は、図２の正面図におけるハウジング
の分解図であり、図４は、本発明の他の実施例によるホワイトボード用マーカーの平面図
である。
【００２４】
　本発明は、図１に示すように、ハウジング１３内に内蔵されるインクチューブ（１１ａ
、１１ｂ）と、前記インクチューブ（１１ａ、１１ｂ）を内蔵するハウジング１３と、前
記ハウジング１３に結合される前方キャップ（１７ａ、１７ｂ）と、前記前方キャップ（
１７ａ、１７ｂ）によって固定されるペン先（１５ａ、１５ｂ）及び蓋（１９ａ、１９ｂ
）で構成されることを特徴とする。ここで、前記ハウジング１３は、アーチ型に形成され
、図１に示すように、前記インクチューブ（１１ａ、１１ｂ）が常に前方キャップ（１７
ａ、１７ｂ）によって固定されているペン先（１５ａ、１５ｂ）に常に立てられた状態で
接触するように維持され、インクチューブ（１１ａ、１１ｂ）内のインクが浸透圧及び重
力により常に下部に形成されている前記ペン先（１５ａ、１５ｂ）に流れるように構成さ
れている。
【００２５】
　このように、ホワイトボード用マーカーのハウジング１３がアーチ型に形成され、イン
クチューブ（１１ａ、１１ｂ）内のインクを残すことなく完全に使い切ることができる構
成となっており、図２に示すように、ハウジングがアーチ型に形成されているホワイトボ
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ード用マーカーの特性により、両側に第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂを形成す
ることができる。つまり、図２に示すように、正面から見た場合、左右に分けて左側には
第１の筆記具１３ａを、右側には第２の筆記具１３ｂを形成することができる。この場合
、第１の筆記具１３ａ及び第２の筆記具１３ｂを形成するハウジング１３には、それぞれ
第１のインクチューブ１１ａ及び第２のインクチューブ１１ｂを内蔵し、前記ハウジング
１３の各々の端部に結合される第１の前方キャップ１７ａ及び第２の前方キャップ１７ｂ
には、第１のペン先１５ａと第２のペン先１５ｂを固定させて前記第１のインクチューブ
１１ａ及び第２のインクチューブ１１ｂに接触させ、各々の前方キャップを覆う第１の蓋
１９ａと第２の蓋１９ｂを形成する。
【００２６】
　このようにしてハウジングがアーチ型に形成されたホワイトボード用マーカーの特徴を
生かすと同時に、ホワイトボード用マーカーの両側を使用することができるようになる。
また、必要に応じて、第１のインクチューブ１１ａと第２のインクチューブ１１ｂにそれ
ぞれ異なるカラーのインクを収容して使用することも可能である。例えば、第１のインク
チューブ１１ａには黒色インクを、第２のインクチューブ１１ｂには青色インクを収容し
て、必要に応じて交互に使用することができ、インクチューブに収容するインクは、上記
カラーの他にも多様なカラーを選択して収容することができる。
【００２７】
　また、本発明のハウジング１３は、図１に示すように、開口された円筒または角形に形
成され、ハウジング１３内に内蔵されるインクチューブ（１１ａ、１１ｂ）の流動を防止
するために、ハウジング１３の内周面とインクチューブ（１１ａ、１１ｂ）の外周面が密
着するように構成することが好ましい。さらに、図示されていないが、固定リブを形成す
ることも好ましい。
【００２８】
　一方、本発明によるホワイトボード用マーカーのハウジング１３は、一体型に形成する
こともできるが、脱着型に形成してもよい。
【００２９】
　図３は、ハウジングの分解図である。同図に示すように、ハウジング１３を着脱可能に
するためには、ハウジングの長手方向に連結部材２１を形成することが好ましい。
【００３０】
　前記連結部材２１は、第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂを連結する役割をし、
連結部材２１は、第１の筆記具１３ａの後端部領域に挿入される第１の挿入部の嵌合突起
２３ａと、第２の筆記具１３ｂの後端部に挿入される第２の挿入部の嵌合突起２３ｂを有
することが好ましい。前記連結部材２１と第１の筆記具１３ａ及び第２の筆記具１３ｂを
連結するために、図３のように、前記連結部材２１には第１の挿入部の嵌合突起２３ａ及
び第２の挿入部の嵌合突起２３ｂを形成し、第１の筆記具１３ａ及び第２の筆記具１３ｂ
の後端の内周面には、前記第１の挿入部の嵌合突起２３ａ及び第２の挿入部の嵌合突起２
３ｂと結合されて任意に分離されないようにするため、それぞれ第１の嵌合溝２５ａ及び
第２の嵌合溝２５ｂが形成されることが好ましい。
【００３１】
　また、前記第１の挿入部の嵌合突起２３ａ及び第２の挿入部の嵌合突起２３ｂと、第１
の嵌合溝２５ａ及び第２の嵌合溝２５ｂは、それぞれ反対に第１の筆記具１３ａ及び第２
の筆記具１３ｂと連結部材２１に形成することもでき、図示されていないが、連結部材２
１の中央内面に第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ領域を区切る隔壁部を形成する
ことも好ましい。
【００３２】
　この場合、前記連結部材２１は、両端が開口された円筒または角形で、アーチ型ハウジ
ング１３の頂点部分において第１の筆記具１３ａ及び第２の筆記具１３ｂが互いに着脱可
能に形成される。ここで、第１の筆記具１３ａ及び第２の筆記具１３ｂ内に内蔵されてい
るインクチューブ（１１ａ、１１ｂ）のインクが使用時に常にペン先（１５ａ、１５ｂ）
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方向に流れる程度の長さを有し、アーチ型ハウジング１３の頂点部分をなすように形成す
ることが好ましい。
【００３３】
　一方、本発明によるホワイトボード用マーカーのハウジング１３を着脱型に形成する場
合には、前記連結部材２１に着脱可能に形成されている筆記具部材が製造され、流通され
なければならない。このような筆記具部材は、前述の第１の筆記具及び第２の筆記具とそ
の構成が同一である必要がある。具体的には、ハウジングと、ハウジングに内蔵されるイ
ンクチューブと、ハウジングと結合される前方キャップと、前方キャップに固定されるペ
ン先と、前方キャップを覆う蓋が一体に形成されており、前記連結部材２１の第１の挿入
部の嵌合突起２３ａ及び第２の挿入部の嵌合突起２３ｂと任意に分離されないようにする
ため、ハウジングの内周面に第１の嵌合溝２５ａ及び第２の嵌合溝２５ｂが形成されるこ
とが好ましい。また、筆記具部材のインクチューブに収容されるインクが流通時に蒸発し
ないようにするため、筆記具部材の後端に結合できる保護キャップを形成することが好ま
しい。なお、この筆記具部材は、多様なカラーを備え、必要に応じてカラーを入れ替え可
能にすることが好ましい。
【００３４】
　これにより、第１の筆記具または第２の筆記具のいずれか一方に設けられたインクチュ
ーブ内のインクを完全に使い切った場合にも、その部分を連結部材から分離し、インクチ
ューブにインクが充填されている新しいインクチューブを内蔵した筆記具部材を連結部材
に連結して使用することができる。
【００３５】
　一方、前述のように、本発明によるホワイトボード用マーカーは、そのハウジング１３
がアーチ型に形成されたことを特徴とし、前記ハウジング１３は、第１の筆記具１３ａ及
び第２の筆記具１３ｂの前方キャップ（１７ａ、１７ｂ）が一直線上に互いに１８０度の
角度で向かい合うが、これは本発明の一つの例に過ぎず、アーチ型ハウジング１３の端部
を３つ方向に構成し、第１の筆記具１３ａ、第２の筆記具１３ｂ及び第３の筆記具１３ｃ
で構成することができる。すなわち、前記ハウジング１３をアーチ型に形成し、１２０度
の角度で３端部の方向に筆記具部分を形成することも可能である。
【００３６】
　図４は、本発明の他の実施例によるホワイトボード用マーカーの平面図である。図示す
るように、アーチ型ハウジングの端部が３つ方向に形成されている。
【００３７】
　すなわち、ハウジングがアーチ型に形成されているホワイトボード用マーカーの特性を
利用して、図４のように、３つ方向に第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ及び第３
の筆記具１３ｃを形成する。この場合、第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ及び第
３の筆記具１３ｃを形成するハウジング１３には、それぞれ第１のインクチューブ１１ａ
と第２のインクチューブ１１ｂ及び第３のインクチューブ（図示せず）を内蔵し、前記ハ
ウジング１３のそれぞれの端部に結合される第１の前方キャップ１７ａと第２の前方キャ
ップ１７ｂ及び第３の前方キャップ（図示せず）には、第１のペン先１５ａと第２のペン
先１５ｂ及び第３のペン先（図示せず）を固定し、前記第１のインクチューブ１１ａと第
２のインクチューブ１１ｂ及び第３のインクチューブ（図示せず）に接触させ、各々の前
方キャップを覆う第１の蓋１９ａと第２の蓋１９ｂ及び第３の蓋（図示せず）を形成する
。
【００３８】
　このようにして、ハウジングがアーチ型に形成されたホワイトボード用マーカーの特徴
を生かすと同時に、３つ方向にホワイトボード用マーカーを使用できるようになり、必要
な場合は、第１のインクチューブ１１ａと第２のインクチューブ１１ｂ及び第３のインク
チューブ（図示せず）にそれぞれ異なるカラーのインクを収容して使用することもできる
。例えば、第１のインクチューブ１１ａには黒色インクを、第２のインクチューブ１１ｂ
には青色インクを、第３のインクチューブ（図示せず）には赤色インクを収容し、各々の
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カラーをその都度必要に応じて交互に使用することができる。
【００３９】
　一方、３つ方向にホワイトボード用マーカーを形成する場合にも、本発明によるホワイ
トボード用マーカーのハウジング１３を着脱可能に構成することができる。この場合にも
、ハウジング１３を着脱可能にするために、連結部材を形成することが好ましく、前記連
結部材は、３つ方向に開口された円筒または角形で、アーチ型ハウジング１３の頂点部分
において第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ及び第３の筆記具１３ｃが互いに着脱
可能に形成され、第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ及び第３の筆記具１３ｃ内に
内蔵されるインクチューブのインクが使用時に常にペン先の方向に流れる程度の長さを有
し、アーチ型ハウジング１３の頂点部分に形成されることが好ましい。
【００４０】
　前記連結部材２１は、第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ及び第３の筆記具１３
ｃを連結する役割をし、連結部材２１は、第１の筆記具１３ａの後端部領域に挿入される
第１の挿入部の嵌合突起２３ａと第２の筆記具１３ｂの後端部に挿入される第２の挿入部
の嵌合突起２３ｂ、及び第３の筆記具１３ｃの後端部に挿入される第３の挿入部の嵌合突
起（図示せず）を備えることが好ましい。前記連結部材２１と第１の筆記具１３ａと第２
の筆記具１３ｂ及び第３の筆記具１３ｃを連結するために、前記連結部材２１には第１の
挿入部の嵌合突起２３ａと第２の挿入部の嵌合突起２３ｂ及び第３の挿入部の嵌合突起（
図示せず）を形成し、第１の筆記具１３ａと第２の筆記具１３ｂ及び第３の筆記具１３ｃ
の後端の内周面には、前記第１の挿入部の嵌合突起２３ａと第２の挿入部の嵌合突起２３
ｂ及び第３の挿入部の嵌合突起（図示せず）と結合されて任意に分離されないようにする
ため、それぞれ第１の嵌合溝２５ａと第２の嵌合溝２５ｂ及び第３の嵌合溝（図示せず）
が形成されることが好ましい。
【００４１】
　これにより、第１の筆記具または第２の筆記具及び第３の筆記具のいずれか一方に設け
られたインクチューブ内のインクを完全に使い切った場合にも、その部分を連結部材から
分離し、インクチューブにインクが充填されている新しいインクチューブを内蔵した筆記
具部材を連結部材に連結して使用することができる。
【００４２】
　一方、前述の一体型または着脱型ホワイトボード用マーカーの蓋（１９ａ、１９ｂ）は
、本発明によるホワイトボード用マーカーを使用途中にしばらく置いておく場合、あるい
は、使用後に保管する場合、本発明の特性を充分に生かせるために、その密閉された端部
２０を平面にして、ホワイトボード用マーカーを立てて保管できるようにすることが好ま
しい。また、前記ハウジング内に内蔵されたインクチューブ内のインクを完全に使い切っ
たかどうかを確認できるようにするために、前記ハウジングとインクチューブは透明な材
質で形成されることが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上のように、本発明によれば、該ハウジングをアーチ型に形成し、インクチューブ内
のインクが、浸透圧及び重力により常にハウジングの下部に形成されているペン先に流れ
るようにして、インクの無駄がなく完全に使い切ることができるようにすることができる
。
【００４４】
　また、インクチューブ内のインクが常にペン先に流れるようになり、一定時間使用した
後も既存のホワイトボード用マーカーとは異なり、インクが途切れることなく継続的に出
るので、ホワイトボード用マーカーの使用可能時間を延長することができる。
【００４５】
　また、本発明のハウジングを着脱型に形成することにより、インクチューブ内のインク
を完全に使い切った場合、ホワイトボード用マーカー全体を交換する必要が無く、一部だ
け入れ替えて使用できるという利点がある。さらに、ハウジングの各筆記具部分に内蔵さ
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れたインクチューブ内のインクをそれぞれ異なるカラーで備えることにより、本発明によ
り製造される１本のホワイトボード用マーカーを使用することで、使用者は多様なカラー
の筆記具を各々持っていなければならないという不便を解消することができる、アーチ型
のハウジングを有するホワイトボード用マーカーに関するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明によるホワイトボード用マーカーの斜視図。
【図２】本発明によるホワイトボード用マーカーの正面図。
【図３】図２の正面図におけるハウジングの分解図。
【図４】本発明の他の実施例によるホワイトボード用マーカーの平面図。
【符号の説明】
【００４７】
１１ａ…第１のインクチューブ
１１ｂ…第２のインクチューブ
１３…ハウジング
１３ａ…第１の筆記具
１３ｂ…第２の筆記具
１３ｃ…第３の筆記具
１５ａ…第１のペン先
１５ｂ…第２のペン先
１７ａ…第１の前方キャップ
１７ｂ…第２の前方キャップ
１９ａ…第１の蓋
１９ｂ…第２の蓋
２０…密閉された蓋端部
２１…連結部材
２３ａ…第１の挿入部の嵌合突起
２３ｂ…第２の挿入部の嵌合突起
２５ａ…第１の嵌合溝
２５ｂ…第２の嵌合溝
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